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１１  私私たたちちとと市市議議会会  

◆議員は市民の代表 

私たちの住んでいる岩見沢市を快適で住み

よいまちにするためには、市民全員が集まっ

て考え、話し合い、自分たちの手で解決して

いくことが必要です。 

しかし、私たち市民全員が集まって、それ

を行うことは実際にはできません。そこで、

私たち市民の代表を選挙で選び、市民に代わ

って大切な仕事をしてもらうのが市議会議

員で、その任期は４年です。 

 

２２  市市議議会会とと市市長長    

市議会は、私たちの代表である議員で構成

され、市民の生活にかかわる重要な事項を決

めます。このため、市議会は議決機関と呼ば

れています。 

一方、市長は、市議会で決められた意思に

基づいて市の仕事を行うもので、執行機関と

呼ばれています。 

市議会議員と同じく市民の代表として選挙

で選ばれ、任期も同じく４年です。 

市議会と市長は、独立した立場でお互いの

責任と権限の範囲内で行動し、また、車の両

輪のごとく、均衡を保ちながら、共に市民の

住みよいまちづくりの実現を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

３３  市市議議会会ののししごごとと  

◆議会の議決 

市議会の仕事は、市長や議員から提出され

た議案などを審議して、その可否を決定しま

す。これを議決といいます。 

議会で決める事項は法律などで定められて

おり、その主なものは次のとおりです。 

○市の大切なことがらを決めます。 

１ 市のきまり（条例）の制定、改正又は

廃止をすること。 

２ 市のお金の使いかた（予算）を決める

こと。 

３ 市のお金が正しく使われたかどうか 

（決算）を調べること。 

４ １億５千万円以上の工事や物をつくる

契約の締結、５千万円以上の土地、建物

などの財産の取得や処分をすること。 

５ 負担付きの寄附や贈与を受けること。 

６ 法律や政令、条例で決めていることを

除いて市の権利を放棄すること。 

７ 重要な公の施設を長期間、独占的に利

用させること。 

８ 市が当事者となる訴訟等に係る和解や

調停などに関すること。 

○選挙・選任、同意を決めます。 

１ 市議会の議長、副議長、選挙管理委員

会の委員などを選挙し、議員の所属する

常任委員会、議会運営委員会や特別委員

会の委員を選任すること。 

２ 市長から提出される副市長、教育委員、

監査委員など人事案件に同意するかどう

かを決めること。 

○市の仕事が、市民のために正しく行われて

いるか調査したり、報告を求めたり、意見を

述べます。 

○市民の願いや意見を文書にして、国や北海

道に提出します。 
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４４  市市議議会会ののししくくみみ  

◆議 員 

市議会を構成する議員は、４年ごとに市民

の皆さんの選挙で選ばれます。 

岩見沢市は現在、議員定数を２２人として

います。 

 

◆議長・副議長 

議長及び副議長は、議員の中から選挙で選

ばれます。 

議長は、議会を代表し、本会議の議場の秩

序を保ち、議事の整理、議会の事務処理など

に必要な多くの権限が与えられ、重要な役割

を果たします。 

副議長は、議長と協力し円滑な議会運営を

行い、議長が職務をとることができないとき

又は欠けたとき議長に代わり仕事をします。 

 

◆会 派 

会派とは、自分たちの考えを最も効果的に

市政に反映させるため、考え方や意見を同じ

くする議員や同じ政党が集まってつくる団

体のことです。 

市 民 ク ラ ブ  １１人 

新 緑 風 会   ４人 

民 優 会   ３人 

公 明 党   ２人 

日本共産党議員団   ２人 

 

◆議会事務局 

市議会の事務を処理するため、事務局を置

いています。現在、７人の職員（事務局長、

次長、総務議事係長、以下係員４人）で本会

議や委員会の準備、事務処理、会議録、議会

だよりの発行など、そのほか議員の議会活動

のための資料の収集・調査、議会図書室の管

理等を行っています。 

 

 

 

 

５５  市市議議会会のの運運営営  

議会は、常時開かれているわけではなく定

期的・臨時的に一定の期間だけ開かれます。  

定期的に開かれる会議を定例会、必要に応じ

て開かれる定例会以外の会議を臨時会とい

います。岩見沢市議会の定例会は、２月又は

３月、６月、９月、１２月の年４回開かれま

す。 

市議会の招集は、すべて市長が行いますが

議長又は４分の１以上の議員から招集の請

求があったときは、市長は臨時会を招集しな

ければなりません。 

 

◆会議のあらまし 

市議会に提出された議案などは、開会から

閉会までの会期中に、おおむね次のような順

序で運営され、最終決定します。 

○議案が議決されるまで 

  本会議         本会議 

開   会 

議   題 

議案の説明 

質疑・応答 

委員会付託 

⇒ 

委
員
会
審
査 

⇒ 

委員長報告 

質   疑 

討   論 

採   決 

閉   会 

 

 

◆本会議 

本会議は、議案などを審議し、議会の意思

を最終的に決める会議で、半数以上の議員の

出席がなければ開くことができません。 

市長が、議案の説明をしたり、議員が市の

一般事務について質問したり、意見を述べる

のもこの会議で、議長が会議を進めます。 

会議は、午後１時から午後５時までと定め

られていますが、時間を延長したり、議決に

よって繰り上げて開いたりもできます。 

また、会議１日目（招集日）の初めに会期

を決定しますが、必要に応じて延長すること

もできます。 
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◆委員会 

議案などは、最終的に本会議で議決されま

すが、数が多く範囲も広いことから、幾つか

の委員会を設けて、専門的、能率的に審査・

調査を行います。 

委員会には、常設の常任委員会、議会運営

委員会、必要に応じて設ける特別委員会があ

ります。 

 

◆常任委員会 

岩見沢市議会では、３つの常任委員会を設

置し、議員はいずれかの委員会に所属するこ

とになっています。 

委員の任期は２年で、詳細は下記のとおり

となっています。 

 

名 称 定数 所管事項  

総  務 

常任委員会 
8人 

総務部、企画財政部、会計室、 

教育委員会、選挙管理委員会、

公平委員会、監査委員 

民  生 

常任委員会 
7人 

健康福祉部、市民環境部、 

市立総合病院、市立栗沢病院 

経済建設 

常任委員会 
7人 

農政部、経済部、農業委員会、 

建設部、水道部 

 

◆議会運営委員会 

議会の運営、議長の諮問に関すること等に

ついて調査を行い、議案、請願・陳情を審査

します。常設の委員会で各会派から決められ

た人数が必ず所属することになっています。 

委員の任期は常任委員会と同じく２年とな

っています。 

 

◆特別委員会   

予算、決算の審査にその都度設けられる特

別委員会と、あるいは特別な調査を目的とす

るため、議会が特に必要と認めた場合設けら

れる委員会で、調査・審査の終了まで存在し

ます。 

  

６６  市市民民のの皆皆ささんん  

とと市市議議会会  

◆請願・陳情 

市民の皆さんが市政に望むことを文書にし

て直接市議会に提出することをいい、誰でも

提出可能です。その際、議員の紹介を必要と

するものを請願書、必要としないものを陳情

書といいます。 

市議会は、請願書が提出されると所管する

委員会に付託し審査します。 

委員会は、内容を十分審査し、採択か不採

択の結論を出し、議長に報告します。最終的

に本会議で結論が出され、採択された請願は

意見を付けて市長や関係機関に送付され、そ

の実現を要望します。審査結果は、請願をさ

れた方に通知します。 

また、陳情書についても、協議し、全議員

と執行部に写しが配付され、市政や議員活動

に生かされます。 

◆請願書・陳情書の書き方 

請願書・陳情書は、日本語で願いの趣旨、

提出年月日、住所及び氏名（法人、団体は名

称と代表者名）、紹介議員名(請願書の場合)

を記載し、署名又は記名押印したものを議長

あてに提出することとなります。 

いつでも受け付けておりますので、詳しい

ことは、議会事務局総務議事係までお問い合

わせください。 ☎ 35局 4907 (係直通) 
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【書式例】               

(表 紙) 

○○○○に関する請願（陳情）  

   紹介議員 署名又は記名押印 
   

 ※紹介議員は陳情の場合不要 
 

   

(内 容) 

 件  名  ○○○○について 

 要  旨 

 理  由 

  以上のとおり請願（陳情）いたします。 

  令和 年 月 日 

 岩見沢市議会議長 様 

          請願者（陳情者） 

              住所 

               署名または記名押印 

                (法人名 代表者名)  

 

   
※件名ごとに作成してください。 

 

 

 

 

 

 

７７  議議会会のの活活動動をを  

をを知知るるににはは  

市議会は、市民生活にさまざまな影響をも

つ市政の方向を、皆さんの代表である議員が

決めているところです。折りにふれ、皆さん

の代表がどのような働きをしているか見守る

ことが必要です。 

◆本会議の傍聴 

市議会の様子は、だれでも見たり聞いたり

することができます。傍聴を希望する方は、

本会議の当日、傍聴席入口で受付票に氏名等

を記入し、傍聴受付箱に投函の上、入場して

ください。傍聴席は 30席と限りがありますの

で、団体の場合は、事前に議会事務局までご

連絡ください。 

議場の傍聴席には、車椅子をご利用の方の

ための傍聴スペースのほか、音声の聞き取り

づらい方のための難聴者用磁気ループの設備

を用意しております。 

◆委員会の傍聴 

委員会も本会議と同様、傍聴することがで

きますので、委員会の当日、会場入口で受付

票に氏名等を記入し、傍聴受付箱に投函の上

、入室してください。 

なお、会場その他の都合により人数を制限

する場合があります。 

◆議会だより 

岩見沢市議会では、議会活動の様子を市民

の皆さんに知ってもらうために、「いわみざわ

市議会だより」を発行しています。 

年４回の定例会ごとに発行し、広報いわみ

ざわに折り込んで配布しています。 

◆市議会会議録 

定例会・臨時会の本会議のすべての内容を

記録した「岩見沢市議会会議録」を発行して

います。 

◆市議会ホームページ 

市議会の情報を随時お知らせしています。 

また、本会議のインターネット中継の視聴

や会議録等を閲覧することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（掲載内容：令和７年５月1６日現在） 

岩見沢市議会事務局 

岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号 

電話：0126(35)4907 市役所４Ｆ 


